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公益財団法人神奈川県福利協会とは 

神奈川県福利協会は、県内の民間社会福祉事業を推進するため 1955 年に設立さ

れた財団です。それぞれの福祉施設が単独では従事者の退職金・年金制度を持つこ

とが困難であったことから、助け合いの精神を有する多くの民間社会福祉事業者と

ともに、退職金制度等の維持運営をしています。（2012 年に公益財団法人へ移行）

※年金制度は 2017 年度で廃止しました。 

■目的 

 神奈川県内において障害者の支援、高齢者の福利増進、児童又は青少年の健全な育

成等福祉に係る非営利の法人活動の促進と充実を図り、もって県内における社会福祉

の向上と民間公益活動の発展に寄与すること。 

 

■事業 

 ＜公益目的事業＞ 

  ⑴社会福祉に係る非営利法人の退職共済事業 

  ⑵その他公益目的を達するために必要な事業 

 ＜収益事業＞ 

  ⑴損害保険代理店事業 

  ⑵その他公益目的事業を推進するために必要な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


